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 1.（企画）保険者機能の発揮 「地域医療構想への関与」 

○「地域医療構想」とは 
   2025年（平成37年）の医療提供体制の在り方を定めるもの 
   
○目的 
   今後も少子高齢化の進展が見込まれる中、患者の視点に立って、どの地域の患者も、その将来像に即した適切な医療を適切 
  な場所で受けられることを目指すもの。このために、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しながら、切れ目の 
  ない医療・介護を提供することにより、限られた医療資源を効率的に活用する。 
    （「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環）  
 
○策定の主体 
   医療介護総合確保推進法（H26）により、平成27年度から都道府県が保健医療計画の一部として「地域医療構想」を策定する 
  ことが決定。 
   これにより、都道府県は、2025年（平成37年）における地域の医療需要の将来推計や病床数機能報告（平成26年10月開始） 
  を活用して、二次医療圏ごとの各医療機能（①高度急性期、②急性期、③回復期、④慢性期）の将来の必要量を定め、その地域 
  にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に実施するため「地域医療構想」を策定する。（医療法第30条の4） 
 
○地域医療構想に盛り込む内容 
   ・2025年のあるべき医療提供体制（構想区域ごとの医療機能別必要病床数） 
       ※必要病床数の算定  地域医療構想算定に必要なデータ（NDB、DPC等）は、厚労省から一元的に提供 

   慢性期病床については、地域差を解消するための目標設定が必要 
   医療供給体制の算定にあたり、流入・流出状況を加味し、都道府県間の調整が必要 
 

   ・2025年のあるべき医療提供体制を実現するための施策 
   ・医療機能分化・連携を進めるための施設整備、在宅医療の充実、医療従事者の確保・養成等                                                           

【地域医療構想の策定プロセスにおける医療保険者の関わり】 
 各都道府県の医療保険加入者の１／３を占める協会けんぽは、巨大な医療サービスの共同購入組織の代表である。加入者にとって、
利便性が高く、効率的な医療提供体制を構築することは加入者利益の実現につながり、協会けんぽの保険者機能の本来の姿。 
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慢性期 

 ２４．２万～ 
２８．５万床 
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一般病床 
１００．６万床 
（23.9千床） 

 
 
 
 
 
療養病床 
３４．１万床 
（6.4千床） 

 

高度急性期  
１３．０万床 

【２０１３年】 
１３４．７万床 

   【２０２５年】 
  １１５万～１１９万床 

機
能
分
化
・連
携 

在宅・介護施設等に 
移行する患者数 
２９．７万～３３．７万人 

必要病床数の推計イメージ （政府推計）  

 
回復期  

３７．５万床 
 

 
急性期  

４０．１万床 
 

【病床機能の分化】 
 
●高度急性期・・・急性期の患者に対し、状態の早期安定化    

に向け、診療密度が特に高い医療を提供 
 
●急性期・・・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向

けて、医療を提供する機能 
 
●回復期・・・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けて

医療やリハビリテーションを提供する機能。特に
急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部
骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰
を目的としたリハビリテーションを集中的に提供
する機能   

 
●慢性期・・・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる

機能。長期にわたり療養が必要な重度の障害
者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ
フィー患者又は難病患者等を入院させる機能 

機能分化をしない
まま高齢化を織り
込んだ場合 
１５２万床 



 

 
 ２．（保健） データヘルス計画 「健康経営の推進」  
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加入者 
健診受診率 特定保健指導 

実績（２６年度） 目標（２９年度） 実績（２６年度） 目標（２９年度） 

ご本人 
（４７万人） 

５４．２％ ７５．0％ 
（＋５６千人） 

６．２％ １０．０％
（＋２６百人） ご家族 

（３７万人） 
１６．７％ ３８．８％ 

（＋２３千人） 

●加入事業所 ４万社 ●加入者 ８４万人   京都府民の１／３人 

●「加入者の顔が見えない」、「加入者と協会けんぽのパイプがなく、直接 
  訴えかけることが難しい。」 

 ●事業所を経由して如何に加入者に働きかけられるのか。  
 

     それには、事業主様（経営陣）が従業員・家族の健康に関心を持ってられることが必要。 

現 状 

健康づくりの実践に向けた課題 

受
診
状
況 

（１） 協会けんぽ（京都支部）の現状と課題 



（２） 企業の健康に係る課題と「健康経営」 

健康経営は、従業員の健康づくり（投資）を積極的に行うことで、 
生産性・収益性を高めていくという考え方 

～『健康な従業員が収益性の高い会社をつくる。』という観点～ 

従業員の 
モチベーション低下 

生産性の低下 
（欠勤・早退等） 

疾病による労働力消失 
（事業機会のロスト） 

収益の悪化 

業績 賞与 

従業員 

健康状態に 
問題がある 

※家族 
企業 

課題 

解決 従業員の健康増進 生産性・収益性・企業価値の向上 
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（３） 協会けんぽ （京都支部）の取り組み 

 ★  職場を中心にした「ヘルス・コミュニケーション」の推進  ★ 

ポリシー 

 「今とこれからの健康」をテーマに職場・家族・協会けんぽが一緒に考え、互いの健康に 
 関するコミュニケーションを密にし、健康的な職場・環境づくりに向けた取り組みを行う。 

ロゴマーク 

 事業所様へ、従業員様の健康を大切な経営資源と考え、健康増進に 
 向けた投資を行う「健康経営」の導入を勧奨。 

 事業所様へ健診や医療費データで従業員様の健康状態を提示。 

 経営者様と従業員様が、共に健康増進に向けた取り組みを進める 
 ための「コミュニケーションツール」、「健康づくりメニュー」を提供。 

変容 

気づき 

改革 

具体策 
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企業の「健康度」を見える化 → 経営陣の関心・気づき 

（４） 事業所健康度診断の提供 

従業員の健康状態を知る 
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（５） コミュニケーションツールの提供 

職場での健康意識醸成 

①「血管年齢測定器」＋「血圧計」の１週間貸出 （１）「血管年齢測定器」＋「血圧計」 を職場へ１週間レンタル 

●食堂、休憩室等に設置 ●チラシ、ポスター、アンケートを用意 
●各３セットを２８年３月まで事業所様へ1週間単位でレンタル 

●職場へ講師を派遣 ●メンタル、生活習慣病、腰痛・肩こり対策等のメニュー 
●参加者５名以上 ●平日（９：００～１９：００）土・日・祝祭日も可能 

（２）「出前健康講座」、１３０回開催予定 （昨年実績８５回） 

無料です。 
次から次へレンタル 

無料です。 
回数・メニュー大幅増加 

・  ・ 
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（６） 健康づくりメニューの提供 

職場・家族への健康づくり 

①「血管年齢測定器」＋「血圧計」の１週間貸出 （１）職場へ伺う特定保健指導 （約３割の方の健診結果が改善） 

●協会けんぽから事業所様へ従業員のご家族の健診受診状況を提示 
●事業場へのポスター掲示などで従業員様から家族へ健診の受診を促す 
●家族健診メニューを複数ご用意 
          （がん検診を含むミニドック、無料健診、集団健診など） 

（２）「家族健診の推進」 （事業所を通じて健診受診を推進） 

●従業員様の健診結果に基づき、保健師等と二人三脚で生活改善に6か月間 
  取り組む 
●２６年度は約1,900人の加入者様が保健指導を利用 

健診機関 
でも可能 

保健師・管理栄養士 
が訪問。 

京都府の保険者          
  広報を共同実施。 



（７） 今後の展開 

9 

２７年度～２９年度・３年計画 

●「健康経営セミナー」の実施（１１月予定）２６/８（京都市）、２７/３（舞鶴市）実施済み 

●「健康経営」をテーマにした“まんが”を、広報紙へ連載予定。 
●事業所の環境にあった健康づくりメニューを提案、継続的な支援を行う。 
●京都府との連携を基に「きょうと健康づくり実践企業認証制度」への登録勧奨を強化し、 
  府内企業の機運を高め、好循環をつくる。 

２７年度 
計画 

上期 

 

・モデルケースとして１５事業所様を選定しアプローチ 
 （事業所健康度診断、コミュニケーションツール、健康づくりメニュー等を提供） 

・導入結果を検証 （課題分析、継続性の可否等） 

下期 

・広報、仕組みづくりの立案 
・結果を基に点から面への段階的拡大 
 （規模、業態、地域等から事業所を選定しアプローチ） 

協会けんぽから、加入事業所へのアプローチを強化 

★健康経営を基軸に、事業所と協会けんぽの協同（コラボヘルス）を推進★ 

２８年上期見直し 

Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ 
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